
シンドラーエレベータ株式会社が定期検査等を行ったエレベーターの緊急点検の結果について
平成22年9月14日

平成22年4月23日に渋谷駅東口歩道橋エレベーターにおいて発生したシンドラー
エレベータ株式会社が保守を行っていたエレベーターのワイヤーロープの破断をう
け、平成22年5月31日付けで都道府県に緊急点検を要請しました。
このたび結果をとりまとめましたのでお知らせします。

１．緊急点検の対象
シンドラーエレベータ株式会社が定期検査等を行ったエレベーターで、平成22

年5月31日を保守点検契約期間に含むもの。

２．緊急点検の結果
緊急点検の結果は次のとおり（都道府県別の結果は別紙参照）。
なお、渋谷駅東口歩道橋エレベーターに見られたようなワイヤーロープの破断

はありませんでした。

（平成22年9月13日時点）

緊急点検対象台数
※１

4992台

点検を実施し、結果が報告されたものの台数 4992台

点検の結果、「問題なし」とされたものの台数 4988台

点検の結果、「要是正※２」とされたものの台数 4台

うち、改善済台数 3台

点検中のものの台数 0台

※１ 建築基準法の定期検査等の対象となるもので、渋谷駅東口歩道橋の当該エレベーターを除く。

※２ ロープを構成する素線（細いワイヤー）が破断しているもの（4台）
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